
別紙　利用料金表（介護予防通所リハビリテーション）

◆介護保険法による利用者の負担

1,899円

949円475円

739円

5円
127円
76円

202円
101円
304円
152円
254円
10円

1,477円

料金（円）計算方法
　　1割負担　：　単位数×地域加算(10.55)－単位数×地域加算(10.55)×0.9
　　2割負担　：　単位数×地域加算(10.55)－単位数×地域加算(10.55)×0.8
　　3割負担　：　単位数×地域加算(10.55)－単位数×地域加算(10.55)×0.7

2,216円

16円
380円
228円
456円

480

150
150

2割負担1割負担
696円348円

950円

330

3,634
1,721
単位

152円
51円
101円

158円

507円 1,520円1,013円

316円
316円
474円
507円254円

237円
158円

1月につき

225
240

3割負担
5,447円

1割負担
1,816円

生活行為向上リハビリテーション実施を継続した場合 1日につき 15/100減算
760円
712円
475円
475円

3,834円

1月につき
加算

11,501円7,668円
3,631円
2割負担

450

900

単位 3割負担

要支援1
要支援2

1月につき

栄養スクリーニング加算 1回につき

口腔機能向上加算・・・③

76円
96
48
144
72
120
5

700

152円
304円

事業所評価加算 1月につき

サービス提供体制強化加算Ⅰイ

サービス提供体制強化加算Ⅰロ 1月につき
要支援1
要支援2

152円

2019.10.1現在

要支援2

介護度
1月につき要支援1

基本サービス費

リハビリテーションマネジメント加算

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）
上記①～③のうち3種類提供

1月のにつき

若年性認知症利用者受入加算 1月につき

栄養改善加算・・・② 1月につき
運動機能向上加算・・・① 1月につき

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）
上記①～③のうち2種類提供

1月のにつき

生活行為向上リハビリテーション実施加算

開始日から6月以内
1月につき

開始日から6月超
1月につき

1,424円

2,849円

1,044円

48
24 26円

51円 101円
51円

サービス提供体制強化加算Ⅱ 1月につき
要支援1
要支援2

介護職員等特定処遇改善加算 1月につき (Ⅰ)所定単位×2.0% (Ⅱ)所定単位×1.7%

介護職員処遇改善加算 1日につき
(Ⅰ)所定単位×4.7% （Ⅱ）所定単位×3.4%

（Ⅲ）所定単位×1.9% （Ⅳ）　（Ⅲ）×90%

（Ⅴ）　（Ⅲ）×80%


